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第1 令和元年度水需要予測の適法性·妥当性
1 控訴人らの主張
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控訴人らは， その控訴審第1準備書面において， 原審口頭弁論終結
（令和元年1 1月1 8日）後に， 本件ダムの専業再評価（以下， 「令和元

年度事業再評価」という）がなされたことや， これに伴い改めて水需要
予測（以下， 「 令和元年度水需要予測」という）が作成されたことから，
かかる令和元年度水需要予測の内容について輪難している。

2 令和元年度事業再評価の経緯
この点， 利水における事業再評価は， 厚生労働省が国庫補助金の適正

な支出を図るにあたって， 同省が定める「水道施設整備宰業の評価実施
要領」（甲B4 8以下，「実施要領」という。）及ぴ「水道施設整備費国磨
補助事業評価実施細目」（丙1 1。 以下， 「 実施細目」という。）並びに

「水道施設整備事業の評価実施要領等 解説と運用」（甲B4 9。 以下，
「解説と運用」といい， 3つを総称して「評価実施要領等」という。）に
基づき実施する行政手続である。

そして， 原審における被控訴人佐世保市第4準備書面でも説明したと
おり， 本件では平成 2 4 年に亭業再評価が行われているため， 「 本体工事
又は本体関連エ亭の着手前の適切な時期］に評価を実施した場合は， 以
後1 0年間（すなわち， 令和3年度まで）は再評価を要しないところで
はあった（丙I l ·水道施設整備費国庫補助亭業評価実施細目•第3の

「なお」以下参照）。
もっとも， 被控訴人佐世保市が令和元年度に事業再評価を実施したの

は， 同年度に長崎県により石木ダム建設専業のエ期延長が決定され， 前
回事業再評価実施以降で通算9年の延長となったことから， 「解説と運
用」に示される「エ期の大幅な延長など， 社会経済情銹の急激な裟汀ーヒ等
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により車業の見直しの必要が生じた 日 ムには 適宜 再評価を実施
る」に該当すると判断し実施したものである。 ＊ 1

3 令和元年度水需要予測及びこれによる国庫補助金の継続
そして， 令和元年度水需要予測は， 被控訴人佐世保市が評価実施要領

等に基づき適切に作成し， 厚生労像省からその内容の妥当性についての
審査を受けた上で， 令和2年4月1日 7 令和元年度水需要予測は厚生労
働大臣によって国庫補助継続を採択され， 本件ダム事業に関しては， 屋
生労 ／医 ‘ •生活衛生局水遺課より 水道施設整 についての国庫
補助金の交付を得ている（丙2 0 ·令和2年度水道施設整備費内示 一

覧）ところである。
4 事業認定の適法性～最高裁による確定

また， ダム事業に関する士地収用法に基づく宰業認定手続において
ば別に控訴人らによって， 事業認定取消訴訟が提起されていたと ころ

（ 一 審判決について甲E 4, 控訴審判決について乙A42)， かかる訴訟
に関しては今般， 最高裁によって控訴人らの上告が棄却され， 亭業認定
の適法性が司法判断としても確定している（丙2 1 ·新聞記車）

5 小括
以上の諸点に鑑みれば， 令和元年度水需要予測の適法性・妥当性につ

いては多言を要しないところではある。
もっとも， 以下， 令和元年度水需要予測が原審口頭弁論終結後の車情

である ことから， 本準備書面では， 控訴人らの控訴審での主張を踏ま
え， 令和元年度水需要予測に関する若千の具体的説明を行う。

第2 令和元年度水需要予測の具体的説明
1 水需要予測の主旨

享業再評価における水需要予測とは， 国庫補助対象亭業の水道施設の
計画規模の適否を評価するために行うものである。 そして， 水道施設の
計画規模は， 基礎的ライフラインである水道供給の安全性・確実性を確
保するため， 常に中長期的将来を見据えて ｀ 事故や災害等の非常時にも一
量的安全性を確保しうるものとする必要があり， その算定は， 水道施設
設計に係るガイドラインである 「水道施設設計指針」（丙2。 以下， 「設
計指針」という。）をはじめとした各種基準等に茎づいて行うものであ

*1 なお， 平成2 2年9月から平成2 4年6月にかけて， 当時の政府主導により， ダムに頼らない治

水•利水への政策転換に向けた
“

脱ダム
”

のための検証が本件亭棠において行われ（丙2 2 ・ダム事

業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目）， 対象となる全国8 3ダムのうち2 5ダムが中止

となった（丙2 3 ・ 個別ダムの検証の状況） 口 こうした中， 石木ダムについては事業の必要性が認め

られ， 事業継綻の判断が示されたという経緯もある。
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る。 無論， これら基準等に整合しない計画は， 厚生労働省の国庫補助の
採択が得られないことは言う までもない。

しかるに， 控訴人らの主張は， 水遊施設が非常時の対応を踏まえるこ
とが不合理であるとするなど， 水道に求められる役割や水需要予測の目
的への基礎的理解を欠いていることは明らかである。

そして， 以下の諸点についても， 控訴人らの主張は， 上記の各種基準
等によらない， 独自の思想や価値観に基づいた主張と言わざるを得な
"‘。

2 推計手法の変更について
控訴人らは， 令和元年度水需要予測において， 平成2 4 年度水需要予

測から推計手法が変更されている点を捉えて， これにより， 平成2 4年
度の水需要予測の「でたらめさ」が明らかになった， 等と主張する。

しかし， 事業再評価は， 実施時点における社会経済情勢等への適合性
を評価することが目的であるから， 必ずしも過去の推計手法を踏襲する
べきものではなく， 実施時点の実緒等に基づいてその都度適切な推計手
法を選択し評価するものである。

かかる前提のもと， 以下， 個別の推計手法の変更について説明する。
(1) 業務営業用水小口需要

まず， 業務営業用水小口需要の推計手法の変更に関して， 平成 24 年
度時点では， 佐世保市の観光としての都市特性を考慮するに際して， 観
光客数実績と小口需要の実緒値に 一 定の統計学的な相関関係 (2 つの数
値の連勧性に か かる統計学的有意性）が確認されていた。 ＊ 1

しかし， 令和元年度時点では 7 年間の実績値が追加されたことによ
り， その相関関係が確認できなかったため， 令和元年度水需要予測にお
いては， より細分化して楕度を高めた推計手法に改めた ものである（甲
B59 · 31頁以下）。

これは， 統計学的検証の結果， 実施時点で適切な推計手法の選定を行
ったに過ぎず， 控訴人らの論難には理由がない。

い なお， 相関係数は， 数値がプラスであれば正相関(Aが増えるとBも増える） ， マイナスであれ

ば逆相関(Aが増えるとBが減る）となり， 絶対値0. 7以上の相関係数があれば， 統計学上「強い

相関関係を有するJとされている（それゆえ， 平成2 4年度水需要予測においてはかかる相関閑係を

前提としていた）。

しかるに， 令和元年度水需要予測での「相関関係が確認され なくなった」（甲5 9 • 3 2 頁）との

記載について， 控訴人 らは「マイナスの相閉関係が確認されたという表現が正しいJなどと論難する

（控訴審準備書面1 • 8頁）が， かかる表現は， 「佐世保市に往来する観光客が増加することにより

水道の使用水量が減少する」ということを意味するのであり， 実態的因果関係を説明できない不合理

な主張であることを， 一応， 指摘しておく。
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(2) ハ ウ ス テ ン ポ ス～毎 日 の メ ー タ ー 検針への 移行
ま た， 水需要予測にお ける ハ ウ ス テ ンボ スの 分類変更についても ， 以

下の よ う な 経緯があ っ た 。
すなわち， 従 来， ハ ウ ス テ ンポ ス に お ける水道 使用の メ ー タ ー検針 は

2 カ 月 に一 度 し か行 わないため， 一 日 単位の 使 用 水 呈 を 把 握 す る こ と が
で き なか った （その ため ， 過 去 に おいては ， 佐世保 市 総 合 計 画にお け る
ハ ウ ス テ ン ボ スの 位 笹 づ けに 従った分 類 を行っ てい た）。

し かし ， よ り 実 態 に 即 し た 推 計 を 期 し て ， 平成 2 8 年度か ら ハ ウ ス テ
ンボ スの 使 用 水 呈について は 日 メ ー タ ー 検 針 を 行 い ， 実 態 把握 を 行
っ て き た （甲 B59 • 32 頁以下 。 特 に 同 33 頁の 図 表等参 照）。

よ っ て， 令和元年度水需 要 予 測 においては ， この実態 調 査結果 に基 づ
いた推 計 を 行っ たの で あ り， 過 去の 推計 手法に対し， よ り 精 度の 高い推
計 を 可能 と し た もの である 。 ま た， ハ ウ ス テ ン ボ ス が 他とは 構 造 的に 独
立 し た テ ー マ パ ー クであ り， 水使用 形 態も 一 般の水使用とは大 き く 異 な
る ことは言 う ま でもなく （ 甲 B59 · 33 頁）， 日 々 の 水 使用の 実 態を把握し
ている 限 り に おい て は ， 他の 一 般の水使 用か ら 切 り 分 け て， これを個 別
に推計 す る こ と がよ り 精度 が高い推計を行 えることは 明 ら か で あ る 。

(8) 大 口 造船企 業 の 推 計 手 法 につ いて
大 口 造船企業の 推計 について も 同 様で ある 。
平 成 2 4 年度 ( 2012 年度） 時 点 では， 日 々の水使用の 実態が把握 で き

ていなかったばか り か， 同 企 業は， 平 成 2 7 年度から水使用 形 態 が大 き
く 変 化 し う る 経 営 方 針の 大 幅な転換 を 予 告 し て おり， 将 来におい て 過 去
に ない実績 が 生 じ る こ とが予 見 さ れ ること か ら， 同 企 業 への 聞 き 取り 調
査の う え で推計を 行 っ た。 しか し ， 令和元年度時点で は， ハ ウ ス テ ンボ
ス と 同 様 に ， 毎 日 の メ ー タ ー検針に よ り ， 経 営 方 針転換後の 日 々の 水使
用の 実態 を 把握 し た こ とに よ り ， こ れに基づい た 推計を行った も の で あ
る （甲 B59 • 41 頁以下に お け る 「 当 該 造船企業が 修 繕 船事 業に 転換 した
以降の 毎 日 の水使用の 実績に つい て 調 査 し記録化 して お り ， 今 回の 予 測
は ， この 実績記録 に基づいた推計を行 う 。 」 等の 記 載 参 照）。

こ う し た ハ ウ ス テ ンポ ス 及 び 大 口 造船企業の 推計手法の変化 は ， 被 控
訴人佐世保市が， よ り 実態に 即 し た 精度の 高い推計を行 お う と し たこと
の 証左 と はい え ても， 平 成 2 4 年度 及 び令和 元年度の 各 水 需要予 測の 信
頼性 ・ 妥 当 性を毀損 する よう なものと は 到 底い えな い 。

(4) 計画負 荷 率 に つ いて
控訴人らは， 「 ハ ウ ス テ ンボ ス の一 日 最 大給水呈は （略 ） ， 実 に 一 日 平

均 使 用 水 温の 過 去 最 大 実績 で ある 535 対／ 日 の 5 倍 である」 や 「 S S K
は ， （略） ハ ウ ス テ ン ボ ス よ り も さらに 低い 数値 を 負 荷 率として採 用 し
た」 等 々 と し て ， 令和元年度水需要予 測にお ける ハ ウ ス テ ン ボ ス や大 口
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造船企業の 負 荷 率の 設定についても 7 牒 々 論 難している。 ＊ 1

ハ ウ ス テ ン ボ ス 及 び大 口 造船 企 業の 計 岡 負 荷 率の 設 定において は ， 従
前 は ， 日 々の 水使 用の 実 態が把握で き ていな かったこと か ら， 他の 一 般
の 負 荷 率 実緒を採 用 す る 手 法をと っていた。

し かし ， テ ー マ パ ー ク や 大 口 造船企業が ， 一 般の 家 庭 や 亨 務 所等と 同
様 の 水 使 用 形 態を 有しているはずがない 。 そ し て ， 前 述の とお り ， 翌塞し

の 使 用水 景 が 毎 日 の メ ー タ ー 針によ り 実緒値と して明 ら かと な った
もの である か ら， 令和元 年 度水需要予 測 において は ， この 実 態 調 査に よ
っ て 明 ら か と な っ た 負 荷 率実 績 値 を 用い た 。 す なわ ち ， 毎 日 の メ ー タ ー

検針結 果 に よって 判 明 した 実績値 （現実 に 使 用 さ れてい る水量 ） に基づ
い た 負 荷 率の算定を行ったものであ る 。

現 実の水使 用 形態 を 用い た推計が， 過去の 推計手 法 に 対 してより 精度
が高い推計であ る こ と は 言 う ま で も ない 。

そ して ， こ う した 日 々の メ ー タ ー 検 針の 結果 に よ り ， 現 実 に 一日 平 均
使 用 水 量 に 対 して 5 倍以上の 一 日 最 大使 用 水 品が記録されているの で あ
って， 控 訴人 らの 主 張 が 失 当であ る こ と は ， 実績の 上 か ら も 明らかなの
であ る （以 上につき， 甲 B59 • 33 頁 ， 同 42 頁の 図 表 参 照）。

ま た， 控訴人 ら は 「 ハ ウ ス テ ンボ ス だ け が 特別 に大 き く 変 動 する もの
では ない 」 「 ハ ウ ス テ ン ボ ス や S S K の 使 用 水 呈がたと え 一時的に増 える
こ と があって も ， それは 他の 使 用 水 量の 変 動の 中に 吸収され て し ま う も

の である 。 」 とも主 張するが， 一 件 当たりの 使 用 水量が 極めて大 きい 大 口
需要者の 使 用 水呈 が ， 他の 変 動の 中 に 吸 収 さ れ る と は 考 え 難い。 一 般 家
庭 等， 他の水使 用 が 気 湿や 天 侯 等の 季節 性 に 応 じて 全体的に変 動 するの
に対して ， テ ー マ パ ー ク や造船企業は ， 同 様の 季節 性 を 有 してい ない こ
とが， 毎 日 の メ ー タ ー 検 針の 結果 からも 明ら かとなっ てい る （ 甲 B59
33 頁 及 び 42 頁）。

(5) 防衛施設の 推計手法につ い て
防衛施設 についても ， 他の 一 般の水使 用と比 較 し て 使 用水 呈 が 極めて

大 き く ， かつ， 一 般の 水 使用 形 態 とは大 き く 異なる こと が 想 定さ れるこ
とから， 日 々の 水 使用の 実 態 を把 握 することが望 ま しい。 しか し ， 毎 日
防衛施設 に 立 ち 入 り メ ー タ ー 検 針を行 う こ とが不 可 能で あ る か ら， 防衛
省に 対す る 文 書 照 会 に よ り 開 示 可 能な範 囲で実態を伺 い ， 水需要 予 測 に
反 映さ せること を行っ て き た 。

令 和 元年度 で は， 防 衛省 か らの 回 答に おいて， 将 来 見 通 しについて

* 1  こ の 点 ， 計 画 負 荷 率 と は ， 水 道施 設 の 計 画 規 模 の 基 礎とな る 計 画 一 日 最 大 給 水 量を決 定 づ け る

数値で あ り ． 一 日 最 大使用 水 量 （年 間 の う ち 最 も 使 用 水量 が 多 い 日 の 水 量） に 対 す る 一 日 平均 使 用 水

量 （ 年 間 の 一 日 当 た り 平 均水 量） の 率 を 表 す 数 値 で あ る 。
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「 我 が 国を取 り 巻 く 安全保 障環境は， 国 家 間の 相 互 依 存 関係が一 層 拡
大 ・ 深 化 する 一 方 ， パ ワ ー バ ラ ンスの 変 化が加 速化 ・ 複雑化 し ， 既存の
秩 序をめ ぐる 不確 実性が 増 し て おり， 予 断を も って 2 0 年後の 防衛施設
の 運 用 を含めた形 態 を 明 示 する ことが 困 難」， 水使 用の 見 通 し に つい て

「 防衛施設にお ける非 常 時の 態 様が様 々 で あ り ， 一概 に 言 及 するこ とが
困 難 」 と 示 さ れ ， 佐世保市が現 状の 実績 値 に 対 して， 独 自 に 米 軍施設 の
将 来の 使用 水 呈 見 通 し を 立てる こ と が 困 難 な ものであっ た 。

し たがっ て ， 自 衛 隊施設 に つい て は， 今 回の 防衛省 回 答 に 新 た に 提 示
されてい た 現 状の 施 設 能 力 値 （ 計 画 一 日 最 大 給水 蚤 に 類する数 値 ） を 採
用 し たが， 米 軍施 設 についてはこれ も 提示 さ れ なかった こ と か ら， 従 前
の 手法と 同 様に， 数的根 拠を過去 実 績 に求め たもの である 。

過去実績 を 採 用 するにあたっては， 防 衛施設の 将 来の 不確 実 性 が 示 さ
れてい る 中 において ， 水 道の 安定供給 を 確保する観点か ら ， 過 去 に 実 際
に 使 用 さ れた水量には備える必要 が あること ， 及 び ， 佐 世保 市 で 把握 で
きる範 囲 に おいて も米 軍 宿 舎 等の 増 強 に 伴 う 給 水 計画の 申 し 入れ等が あ
っ ている こ とから， 過 去 実績の 最 大 値を採 用 したもの である。

この こ とも， 被控訴人佐世保市 において， 可 能 な 限り 実態に即 し説明
責任を果 た せる数 的 根拠 を 求め た推計 を 行ってい る こ との 証左で あ る 。

(6) 小 括
以 上の と おり ， 控訴人 らの 主 張 は ， 推 計 手 法の 変 更 自 体を こ と さ ら に

非難する＊
1 が ， 令 和元年 度水 需 要 予 測 も ， 』t青勢の変化に応 じた適 切 な 推計

手法の変更 を 行っ た もの で ある 。
過 去から推計手法を変 え ずに写業再評価を重 ね た場合， この よ うな 社

会 経 済 情 勢 等の 変化 に 滴 合 するこ と が で き ず ， 事業再評価制 度の 主 旨 ・
目 的を損 な う もの であ っ て ， 控訴人 ら の非 難は何 ら 理 由がない。

3 潜在 的 需 要 につ い て
潜在 的需要と は ， 企 業等で独 自 に 地下水を開 発 ・ 使 用 している 者 が ，

地 下水の 汚 染 や 枯 渇 等 が 生 じ た 際 に， 急 逢水 道の 使用に転換す る リ ス ク
を捉え た もの で， こ れを潜在的需要と して水需要 予 測に見 込 む こ とは設

*l そ も そ も ， 控 訴 人 らは， 平成 2 4 年 度水需 要 予 測 と 令和 元 年 度 水 需 要 子測 と で ， ハ ウ ステ ン ポ ス

や大 口 造 船 企 業の推計 手 法 の 変 更 を輪 難 す る 一 方 で ， 米 章 施 設 で は 推 計 手 法 に 変 更が な か っ た こ と を

恣 意 的 な も の と 非 難 する が ， か か る 主 張 こ そ ， 本 件ダム 反 対 あ り き の恣 意 的 な も の と 言 え ま いか。
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計指針に 明 示 さ れている （丙2 • 1 4 頁 ＊
1 ） 。

令 和 元 年度 水需要予測では， 地下水利用の 届 け 出 がな さ れている事業
者に対 して， 文書照 会 に よる 実 態 調 査 を 行い， 水 道 への 転 用 リ ス ク があ
ると 示 さ れた水量を潜在 的 需要と し て 見 込 ん だ。

控訴人らは， 地下水は水質 が 良 く 安価であること から ， 企業 が地下水
を 放棄 する ことはあ り 得 ない 旨 を 主張する が， 設 計 指 針 が 示 す 通 り ， 地
下水汚 染 等の リ ス ク に対する危機 管 理は 必 須であ り ， 控訴人 らの 主 張は
独 自 のもの に 過 ぎ ない。

ま た ， 挨訴人ら は， 地下水利 用 者 に 対し て ， 地 下 水汚 染 防 止 策 等 の 対
応 策 を講 じ さ せ る べ き で ある 旨 を 主 張 しているが ， 民 間の 財 産の 使 用 方
法について， 水 道 宰業者文は行政が 一 方 的 に 制 限 又は 強要する こと が で
きない ことは 言う ま で も な く ， 控訴人らの 主 張は， 極めて合 理性を欠い
た もの で あ る。

4 全体の計画負 荷 率 につ い て
(1) 令 和 元 年 度水需 要 予 測の負 荷率は実績 に基づ い た 妥 当 な も のであ る こ

と
ハ ウ ス テ ン ボ ス 等 を 除 く ｀ その 他一 般の 水 使用につ い ての 計 画負 荷 率

の 設 定は ， 佐 世 保 市 全 体 の 都 市 揖造 ・ 社 会 檸 造等 に 大 き な 変 化 が 生 じて
い な いことか ら ， 従前の水需要予測か ら 考 え 方や 手 法 を 変 え ていな い 。

負 荷 率 実綾は， 一 日 最大 給水葦の 発生によって決 定 される。 一 日 最 大
給水 量は ， 水 使 用の ピ ー ク が 重な ったと き に生 じ るもので， 天侯 や 気 温
の ほか， 観 光 客 や 帰省 客等の 交 流 人 口 ， 銀 光 イ ベ ン ト 等の 開 催 や 大 型 船
舶の 入 港 等が重なったとき などに生 じる。 負 荷率は， 設 計指針でも 時 系
列 的 傾 向 （ 時 間の 経過 と と もに 一定の傾 向で推移 す る 性 質） を示す も の
では ないこと （言 い 換え れ ば， 不規則に変動， すなわ ち 偶 発的 ・ 突発 的
に上 下する性質 を 有する こ と ）が 明 示 さ れている （ 丙 2 · 2 0 頁 ） 。

よって， 佐世保市 で は， 将 来の 計画負 荷 率の 設 定にあたっては ， 過 去
に実際に生じた負 荷 率 を 採 用 しており， 過 去の実綾期 間 は 2 0 年間と し
ている。 な お ， 設 計 指針 では ， 過 去 3 0 年間の統計 デ ー タ を元に 作成し
た 「 給 水人 口 の 規模と負 荷 率」 の 実績 範 囲 が 示 さ れて いる （ 丙 2 · 2 I 
頁） が ， 佐世保 市 が 採用 し た 負 荷 率である 8 0 .  3 ％ は ， 実績期 間 を 含
めて， この実績範 囲 内の も の で あることか ら しても ， 妥 当なもの で ある

* 1  「 地 下 水の利 用 形 態 と して． 上 水 道 を 享 故 ・ 災 害 時のバ ッ ク ア ッ プ と し て位 雹 づ け た 雑 用 水 等 へ

の利用 が増 加 し て き ている。 地 下 水 の この よ う な利 用 形 態 の増加 は 、 地 盤 沈 下 へ の 影 響 や 地 下 水 水 質

の汚 染 が あ っ た 場 合 ， 水 道 水 への転換 な ど水道 の 潜 在 的 な 水 需 要 と し て ， 混 水 時にお け る上水道の水

運 用 に 影 響 を 与 え る 可能 性 が あ る こ と か ら ， 実 態 を 十 分 調 査 し 対 策 を 検 討 し て お く 必 要があ る 。 」
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とい える。
なお ， 過去 2 0 年 実績の 最小 負 荷 率 は 平成 2 7 年 度の 記 録的 な 寒 波 災

害 において生じ た 6 4 .  6 ％ である。 しかし ， 令 和 元 年度水需要予 測で
は， 寒波 リ ス ク が低い 佐世保市の 地理的条件 からこの 最 小 負 荷 率 を 除 外
し， 平 時に記 録 さ れ た 負 荷 率の 中か ら 8 0 .  3 ％ を採 用した 。

も っ と も ， 本来水道は， 一 定の 非 常 時においても 安 定 して 供 給する寅
務がある こ とから ， 必 ず し も平成 2 7 年度の 負 荷 率 を 除外 する必要は な
い と こ ろ で は ある 。 その 意 味 で ， 令 和 元 年度水需要予測は， 水需要 を 謙
抑的 ・ 抑 制 的 に 評 価 し た もの と すら言い 得ると こ ろ で あ る c

(2) 控 訴 人 らの 主張 は独 自 の も の に す ぎ ない
この 点， 控訴人らは ， 近年の 佐世保市の 負 荷 率 実 績 が 8 8 ％ 以 上 の 水

準であることか ら ， 計画負 荷 率の 設定が過 少 （す なわ ち水 産の 設 定と し
て は 過 大）である旨主張する。 かかる 主 張は， 甲 B60に 基 づ く もの であ
ると こ ろ ， 甲 B60 は 「 実質的」 計 画 負 荷 率 な ど と い う， 設計指 針 な どに
も ない独 自 の 概 念 を 定 立する な ど しているが， い ず れ も 設 計 指針や， そ
も そ もの 目 的 である水道 法の 趣 旨 ， す なわ ち 水 道の 安 定供給か ら 大 き く
逸 脱 した， 独 自の 見 解に 過 ぎ ないものと言わ ざる を 待 ない 。 また， 控 訴
人 らの 主 張は， 前 述の よ う な 時 系 列的傾 向 を 有 さ ない （不規則に変動 す
る ） 負 荷 率の 性質 を 何ら顧 慮 し ない 点で も ， 妥 当 性を 欠 く ものと 言 わ ざ
るを 得 ない。 ＊ 1

た だ， いずれに せ よ ， 控訴人 ら が 主張する近年の 高い 負 荷 率 を 基 準 に
将 来の 計画負 荷 率 を 設定 した場合， わ ずかの 不 測の 事態が生 じた 際 に ＋
分 に 対応 で き ない 計 画と な り ， 水道供 給の 安 全性が確保で き ない 不適切
な 計 画と な る。

5 計画取 水 温
計 画 取 水 呈の 設 定 は ， 設計指針において， 計画 一 日 最 大 取 水量 に 対 し

て 1 0 ％ 程度の 安 全 を 見 込 む こ と を標 準 と する 旨 が 明 記 されている 。 （こ
こでは 「 安 全 率」 と 称する。）

しか る に ， 控訴人 らは， 「 利 用 呈 率」 なる設計指 針等 に も 何 らの 記 載の
ない独 自 の 数値 を 持 ち 出 し， 綾 々 論 難 を 重 ねているが， 設計指針が示 す
安 全 率 と は 全 く 目 的 ・ 内容 を 異 に するもの と い わ ざるを 得ない 。

*1 なお ， 控 訴 人 ら は ， 控 訴 審 第 1 準備 書 面 1 6 頁 に お い て ， 負 荷 率 実 績 の グ ラ フ を 示 し て い る が ，

平成 2 7 年 度 ( 2 0 1 5 年 度 ） の 負 荷 率 実 績は 6 4 .  6 ％ で あ る （ この点 に つ い て は， 争 い が な い ）

に も か か わ ら ず ． 上 記 グ ラ フ では な ぜ か こ の 点 が 反 映され てお ら ず， 誤導のお そ れが あ る も の と 言 わ

ざるを 得 ない。
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6 水帯 要 予測の予測値 と その後の実績値につ い て
なお ， その 他 ， 控訴人らは， 平成2 4 年 度水需要 予測の 予 測 値と その

後の 実績値 を 比 較 し， 予測 値に対 して 実 頷値が下 回っている ことをも っ
て， 予測 に信 頼性 がない 旨 を主張しているの で， その 点について も ， （ 本
準備書 面の趣 旨 である 令和元 年度水需要予測の 説 明 と は 離 れる が） 若 干
言及 してお く 。 ＊ 1

この 点については ク 既に原審での 被控訴人佐世保市 第 3 準備 書 面 で 説
明 した と こ ろと 重 複 す るが， 水需要 予測は水道施設の計 画規模 を 算 定す
る こ と を 目 的 と し た もの で， 水 道 は 非 常 時におい て も 安 定 的に供給す る
責務がある こ と か ら ， 先 述 した潜在的需要や負 荷 率の設定など， 様 々 な
リ ス ク 管 理を見 込 ん で計画規模 を 決 定 し て いる。

したがっ て ， 施設の能 力 規模てある 水 需 要 予 測の 予 測値に対し て ， 使
用 水 呈 の 実績値が下 回る こ と は 通 常 想 定 さ れる 当 然の 結 果である （ む
しろ 9 - 1 値 が 予測 値 と 同 等 以 上の 結 果となると 乍 常 時の 供 給 を＾め

た 安 全性が確保で きてい ない 不適切な計 画 と なる ）。 ＊2 * 3  

よっ て， 予 測 値 と 実績値の 乖 離 を こ と さら に 指 擦する控訴人らの 主 張

*1 なお ， 控訴人 ら ば， 控訴審第 1 準情 書閲 3 9 頁 に おい て も グ テプ を 捷示 し でい る が ， ：：： ご で

も ， 平 成 2 7 年 度 ( 2 0 1 5 年度） は ， 寒 波 災 害 と い う 非 常 時 に お いて予 測 値 を 上 回 る 1 07, 675 rrl /  

日 の実績 を 記 録 し てい る に も か か わ ら ず ． 控 訴 人 ら は こ れ も 別 の数 値 に 置 き 換 え た グ ラ フ と し て お

り ， 下 欄 に注 記 を 付 し てい る と はい え ， 誤 導 で は な い か と の指 摘 を せ ざ る を 得 な い 。

*2 別 訴亨 業 窃 定 取 消 訴 訟 控 訴 審 に お い て も 「 設 計 指 針 が ， 計 画 給 水 呈の 決 定に 当 た って は ， そ れ

ぞ れ の水 道 施 設 の 条 件 に よ り ， 平 常 時 だ け で な く 非 常 時の水 運 用 を 踏 ま え た 量 的 な 安 全性 を 見 込 む 必

要 が あ る こ と を 示 す よ う に． 非 常 時 を 見 据 え た 需 要 量 を予測する必 要 が あ る 以 上 ， 結 果 と し て想 定 し

た 非 常 事 態が発 生 しなか っ た 場 合 に 実 績 値 が 予 測 値 を 下 回 ることは 当 然に想定 さ れ ， 事 後 的 に 見 た 実

績 値 が 予測値 を 下 回 っ た と して も ， こ の こ と が 直 ちに水 需要 予 測が 合 理性 を 欠 く こ と を 意味する も の

と は い え な い 。 」 と 判 示 さ れて い る （ 乙 A 4 2 • 1 0 7 頁）．

*S 水 道 法 第 1 5 条 第 2 項は， 「水道 亭 業 者 は ， 当 該 水 道 に よ り 給 水 を 受 け る者 に対 し ， 常 時 水 を 供

給 し な け れ ば な ら な い 。 」 と 義 務 付 け ら れて い ると こ ろ， 同 法 逐 粂 解 説 （ 日 本 水 道 協 会 発 行 ） で は

「『 常 時 給 水 』 と は ， 需 要 者 の欲す る と こ ろ に よ り 常 時 水 を 供 給 す るこ と を い う 。 こ れは， 電 気 ， ガ

ス と 同 じ く ， 水が 日 常 生 活に必要不 可 欠 で あ り ， 不 断 に 提 供 さ れる必 要が あ るか ら で あ る。 」 と 解 説

さ れ （ 丙 1 · 3 3 6 頁 ） ， 水 道 施 設 設 計の ガ イ ド ライ ン と し て示 さ れている 「 水 道 施 設 設 計 指 針 J に

お い て は ， 水 道 施 設 の 非 常 時 へ の 対応 と し て 「 平 常 時の絵 水 は も と よ り ， 地 窟 ． 渇 水 等の 災 客 時 及 び

事 故 時 等 の 非 常 時 に お い て も ， 極 力 ， 給水 を 確保する こ と が求 め ら れ て い る。 そ れに応 え る た め に

は， 水道 施 設 全 体 と し てバ ラ ン ス の と れ た 量 的 安 全 性 を 確保 し， シ ス テ ム と し て 対 応 力 を 向 上 さ せる

必要がある。 」 こ と が 示 さ れてい る （丙 2 • 2 頁 ）。 水道が， 市 民 の 公 衆衛 生 を 支 え ， 日 常 生 活 の ほ か

企 業 経 済 活 動 を 含 め た あ ら ゆ る都 市 活 動 を 営 む 上 で ， 欠 く こ と がで き な い ラ イ フ ラ イ ンであ る こ と か

ら ， 一 定の非 常 時 に お いて も 不 断 に 供 給 す るこ と が 求 め られている こ と は 明 ら かである。
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は ， 水 需要 予 測 の 本 質 に 対する無理解に基づ く ものと言 わ ざる を 得 な
V ヽ

7 小括
以上の と おり， 令和 元 年 度水需要 予 測 に対する控訴人ら の 主張は， い

ずれ も 専業再評価制度 や水 需要予測の 主 旨 ・ 目 的 等の 基礎 的 理解を欠 い
た 独 自 の もの であ っ て ， 理 由がな い 。

88 l-n l89-l 2: WO/ l WOd 

10 / 10 

迎琺重志坪｛由宣ーゼ昌｝翌 甜

以 上

998乙乙ヤ9880 -缶西 ャ0 : Z: L 08-0 L -OZ: 、




